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１Ｆ廃炉の現状と課題 

2016年11月18日 
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

原賠機構説明資料 

資料６－５



政府の体制図 
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１．福島に向けた取組の全体像 

現行「中長期ロードマップ」の概要 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

 
  

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
   

 
 

 
  

 

  
   

     

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



原子炉等規制法抜粋
（発電用原子炉の廃止に伴う措置）

第四十三条の三の三十三  発電用原子炉設置者は、発電用原子

炉を廃止しようとするときは、当該発電用原子炉施設の解体、そ
の保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、
核燃料物質によって汚染された物の廃棄その他の原子力規制
委員会規則で定める措置（以下この条及び次条において「廃止
措置」という。）を講じなければならない。

２ 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あ
らかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃
止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を
定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

３ （略）

通常炉の場合、営業運転の
修了後、核燃料物質（使用済
燃料等）を撤去して他所に移
動（譲渡等）した後に、廃止
措置を実施 

核燃料物質撤去後は、放射
化生成核種（Co-60：半減期
５年）の扱いが主なテーマと
なる。 

健全炉の廃止措置

核燃料物質の
撤去と譲渡

福島第一発電所の廃炉措置

核燃料物質が
炉内に散乱

Cs（半減期30年）が炉内や建屋内に広
く分布しており、高汚染・高線量

原子炉等規制法上の追加措置 
（危険時の措置）の要点 

第六十四条（危険時の措置） 

① 地震、火災その他災害が起こった
原子力施設に対して応急の措置。

② さらなる災害を防止するため、ま
たは特定核燃料物質を防護する
ため「保安又は特定核燃料物質
の防護につき特別の措置を要す
る施設（特定原子力施設）」として
指定。

③ 原子力事業者に対して、保安又
は特定核燃料物質の防護のため
の措置を実施する計画の提出を
求め、その計画に沿った措置を命
ずる。

アクセス出来ない使
用済燃料の存在

核燃料物質の撤去
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２．廃止措置の概要



出典:IAEA 原子力エネルギーシリーズ NW-T-2.7  
「世界的クリーンアップの経験から得た教訓及び事故後の原子
力施設の廃止措置」 

緊急時対応 安定化 事故後クリンアップ 

安全保管 
(オプショナル) 

解体やサイト修復 

事故発生 

放射性廃棄物管理 

国際原子力機関による事故施設の廃止措置の概念 

受容できない領域

ALARP領域 許容できない領域

広く受容される領域
リスクは十分低い。このレベルにあることを保証し続ける必要がある。 

リスクが大きく、特別な場合
を除いて正当化されない。 

大変さを良く吟味しなが
ら、受容できるかどうかを
判断する領域 

長い将来を見て、受容
できないリスクの領域 

長期的リスクが懸念される時期 中期的リスクが懸念される時期 

受容できない領域 

広く受容される領域 

時間→ 

リス
クレ
ベ
ル
→

 

社会の求めるリスク低減像 

事故炉措置についての国際的な認識 

・炉心冷却 
・汚染水対策 等 

・汚染水対策 
・冷却系強化 
・タンク対策 等 

・使用済燃料取り出し 
・燃料デブリ取り出し 等 

・原子炉施設・建屋の解体 
・放射性廃棄物の処分 等 

 放置するとリスクが上がる可能性が大 
 措置に伴うリスクが高まらないような操作を選択し、廃炉作業によって、広く受容できる

「低いリスクレベル」に持ち込む 
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３．事故炉に関する国際的理解 

福  

島  

第  

一 



中期的リスクと長期的リスク 

 燃料デブリのリスクを継続的、かつ、速やかに下げるためには、中期的リスクの低減と長期的
リスクの低減という２つの視点の戦略が必要 
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４．中長期廃炉の特徴 

 

燃料デブリについて現在維持されている”一定の安
定状態”からの逸脱が発生するリスク 

中期的リスク 

 

核燃料物質が、将来的に建屋の劣化に伴い漏えい
し、環境汚染が発生するリスク 

長期的リスク 長期的な経年 
劣化で、漏えい
させてはならない 

中期的に、原子
炉内部の安定
が損なわれない
ことが大事 

福島第一廃炉の特徴 

 極めて長期間にわたる着実な取組が必要であり、人材や技術の長期的・持
続的な継承が不可欠 

 「安全確保を前提に可能な限り早く実施すべき作業」と「より安定な状態に向
けて長期的視点から実施すべき作業」が併存 

 作業の不確実性が大きく、新たな事象に応じた柔軟な対応が必要 

東電のプロジェクトマネジメント能力の強化 
＋ 

経済事業の状況や収益の変動によらない持続的な体制 
 

の構築が必要 
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５．廃炉事業の実施体制に関する課題

持続的な廃炉実施体制の要件

・国の方針を遵守し、適切に廃炉作業を実施すること。 

・廃炉事業の資金について、適切に使っていくこと。 

・経営資源（資金・人材）を適切に廃炉事業に配分していくこと。 

・廃炉に専門化したプロジェクトマネジメント力の向上に取り組
むこと。 

 国民負担増とならない形で廃炉に係る資金を東電に確保させる
制度を国が用意（シナリオ④）

 国の制度構築に伴う説明責任

 国が求める廃炉方針に従い、地元や国民の理解・納得に沿っ
た形で廃炉を実施

 経済事業の状況や収益の変動によらない持続的かつ着実な１
Ｆ廃炉の推進

東電に求められる要件 
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